
 
 
 

 

令和 4 年 3 月 24 日 

四 国 地 方 整 備 局 

 
四国の公共工事は「毎月第２土曜日」一斉に休みます！ 

（四国初の取り組み） 
～ 魅力ある建設業を目指し「全工事統一休業日」に取り組みます ～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（問い合わせ先）                         
 四国地方公共工事品質確保推進協議会事務局（四国地方整備局 企画部 技術管理課内） 

 （略称：四国品確協）  工事品質調整官    江川 昌克 （内線3130） 

             技術検査官      谷野 祐司 （内線3121） 
TEL：087-811-8311（技術管理課直通）                
FAX：087-811-8412（技術管理課直通）                

近年の気候変動の影響により気象災害が激甚化・頻発化するととも

に、切迫する南海トラフ地震への備えの必要性が高まる中、地域建設

業は、防災・減災対策や災害発生時の応急復旧などを担う「地域の担

い手・守り手」であります。 
この地域建設業の喫緊の課題である担い手の確保に向け「魅力ある

建設業」、「若者や女性にとって働きやすい職場や快適な現場環境の

整備」が急務となっています。 
このため、四国内の公共工事発注機関等で組織する四国地方公共工

事品質確保推進協議会（会長：四国地方整備局長）では、地域建設業

の『働き方改革』に繋がるきっかけの一つとして、今回、四国で初め

て「毎月第２土曜日」を一斉に休みとする「全工事統一休業日」の

取り組みを実施します。 
皆さんのご理解、ご協力をお願いします。 

  

 
◆「全工事統一休業日」の取り組み 

令和４年度に稼働する四国内の公共工事おいて、 
毎月第２土曜日を「全工事統一休業日」として現場閉所に 
取り組むものです。 
災害復旧や公共施設等の平日利用のためなど、緊急工事や工

程上やむを得ず、統一休業日に工事するところもあります。 
本取り組みは、受発注者が連携して実施します。 
 
日時や協力団体などの概要は、別添１のチラシを参照下さい。 

 

同時発表：徳島県・香川県・愛媛県・高知県 



四国の公共工事は４週８休を目指して

四国品確協の取り組み
（一社）徳島県建設業協会　徳島県建設産業団体連合会
（一社）香川県建設業協会　（一社）香川県建設産業団体連合会　香川県中小建設業協会
（一社）愛媛県建設業協会　愛媛県建設産業団体連合会
（一社）高知県建設業協会　高知県建設産業団体連合会　高知県中小建設業協会

建設業は、令和６年４月から労働基準法による
「時間外規制」が適用されます。
「統一休業日」は、“週休２日”を目指す取り組み
として実施します。
皆様のご理解、ご協力をお願いします。 災害復旧や公共施設等の平日利用のためなど、

緊急工事や工程上やむを得ず、統一休業日に工事するところもあります。

　４月　９日　   ５月14日   　６月11日   　７月　９日
　８月13日　   ９月10日   １０月　８日   １１月12日
１２月10日　   １月14日   　２月11日   　３月11日

四国地方公共工事品質確保推進協議会

http://www.skr.mlit.go.jp/etc/hinkaku/kyougikai.htm
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工事休んで楽しい土曜日に！
令和4年度四国公共工事「統一休業日」は、下記の日程を予定しております。

全工事
統一休業日

まずは毎月第２土曜日 まずは毎月第２土曜日 

休みます！

　　国　　 ： 四国地方整備局　中国四国農政局　四国森林管理局　中国四国地方環境事務所　高松高等裁判所　四国財務局　高松国税局
　　　　　      四国運輸局　第五管区海上保安本部　大阪航空局　中国四国管区警察局四国警察支局　四国経済産業局
地方公共団体 ： 徳島県　香川県　愛媛県　高知県　四国内全９５市町村
法　 人　等 ： 西日本高速道路(株)四国支社　本州四国連絡高速道路(株)　（独）水資源機構
　 ※オブザーバー含む

公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保を
目的に発注関係事務を適正に実施するため活動しています。

s883121
テキストボックス
別添１



四国地方公共工事品質確保推進協議会 概要

■協議会の設立
平成18年7月12日

■メンバー（令和３年度時点）※オブザーバー含む

◇四国地方公共工事品質確保推進協議会

国 ：12団体

法人：３団体

地方公共団体： 99団体（4県、全95市町村）

○協議会の目的

〇協議会の構成
国、法人、地方公共団体で
全１１４団体が参加

国土交通省 四国地方整備局
農林水産省 中国四国農政局
林野庁 四国森林管理局
環境省 中国四国地方環境事務所
高等裁判所 高松高等裁判所
財務省 四国財務局
国税庁 高松国税局
国土交通省 四国運輸局
国土交通省 第五管区海上保安本部
国土交通省 大阪航空局
警察庁 四国管区警察局
経済産業省 四国経済産業局

西日本高速道路(株) 四国支社
本州四国連絡高速道路(株）
（独）水資源機構

本協議会は、現在及び将来の公共
工事の品質確保とその担い手の中長
期的な育成及び確保を図るため設立。
国、地方公共団体及び特殊法人等

の各発注者が責務を果たすことを目
的として、協力体制を強化し、情報
交換を行うなど相互に緊密な連携を
図っている。
発注者としての具体的な施策の検

討、発注関係事務を適切に実施する
ための発注者支援の体制づくりの検
討を行うとともに地方公共団体等へ
の支援等を行う。




